
諮

問

第

六

十

九

号

近

年

に

お

け

る

凶

悪

・

重

大

犯

罪

の

実

情

等

に

か

ん

が

み

、

こ

の

種

の

犯

罪

に

対

処

す

る

た

め

、

早

急

に

、

刑

事

の

実

体

法

及

び

手

続

法

を

整

備

す

る

必

要

が

あ

る

と

思

わ

れ

る

の

で

、

別

紙

要

綱

（

骨

子

）

に

つ

い

て

御

意

見

を

承

り

た

い

。



別

紙

要

綱

（

骨

子

）

第

一

有

期

の

懲

役

及

び

禁

錮

の

法

定

刑

の

上

限

の

改

正

等

一

有

期

の

懲

役

及

び

禁

錮

は

、

一

月

以

上

二

十

年

以

下

と

す

る

も

の

と

す

る

こ

と

。

二

有

期

の

懲

役

又

は

禁

錮

を

加

重

す

る

場

合

に

お

い

て

は

三

十

年

に

ま

で

上

げ

る

こ

と

が

で

き

る

も

の

と

す

る

こ

と

。

三

１

死

刑

を

減

軽

し

て

有

期

の

懲

役

又

は

禁

錮

に

よ

り

処

断

す

る

場

合

に

お

い

て

は

三

十

年

に

ま

で

至

る

こ

と

が

で

き

る

も

の

と

す

る

こ

と

。

２

無

期

の

懲

役

又

は

禁

錮

を

減

軽

す

る

場

合

に

お

い

て

も

１

と

同

様

と

す

る

こ

と

。

第

二

強

制

わ

い

せ

つ

、

強

姦

及

び

強

姦

致

死

傷

の

各

罪

等

の

法

定

刑

の

改

正

等

一

強

制

わ

い

せ

つ

及

び

準

強

制

わ

い

せ

つ

の

各

罪

（

刑

法

第

百

七

十

六

条

及

び

第

百

七

十

八

条

中

第

百

七

十

六

条

の

罪

に

関

係

す

る

部

分

）

の

法

定

刑

を

六

月

以

上

十

年

以

下

の

懲

役

と

す

る

こ

と

。

二

強

姦

及

び

準

強

姦

の

各

罪

（

同

法

第

百

七

十

七

条

及

び

第

百

七

十

八

条

中

第

百

七

十

七

条

の

罪

に

関

係

す

る

部

分

）

の

法

定

刑

を

三

年

以

上

の

有

期

懲

役

と

す

る

こ

と

。

三

強

姦

致

死

傷

の

罪

（

同

法

第

百

八

十

一

条

中

第

百

七

十

七

条

の

罪

及

び

第

百

七

十

八

条

（

第

百

七

十

七

条

の

罪

に

関

係

す

る

部

分

）

の

罪

に

関

係

す

る

部

分

）

の

法

定

刑

を

無

期

又

は

五

年

以

上

の

懲

役

と

す

る

こ

と

。



四

二

人

以

上

の

者

が

現

場

に

お

い

て

共

同

し

て

強

姦

又

は

準

強

姦

の

罪

を

犯

し

た

と

き

は

、

四

年

以

上

の

有

期

懲

役

に

処

し

、

よ

っ

て

女

子

を

死

傷

さ

せ

た

と

き

は

、

無

期

又

は

六

年

以

上

の

懲

役

に

処

す

る

も

の

と

す

る

こ

と

。

第

三

殺

人

の

罪

等

の

法

定

刑

の

改

正

一

殺

人

の

罪

（

刑

法

第

百

九

十

九

条

）

の

法

定

刑

を

死

刑

又

は

無

期

若

し

く

は

五

年

以

上

の

懲

役

と

す

る

こ

と

。

二

組

織

的

な

殺

人

の

罪

（

組

織

的

な

犯

罪

の

処

罰

及

び

犯

罪

収

益

の

規

制

等

に

関

す

る

法

律

第

三

条

第

一

項

第

三

号

及

び

同

条

第

二

項

中

第

一

項

第

三

号

の

罪

に

関

係

す

る

部

分

）

の

法

定

刑

を

死

刑

又

は

無

期

若

し

く

は

六

年

以

上

の

懲

役

と

す

る

こ

と

。

第

四

傷

害

及

び

傷

害

致

死

の

各

罪

等

の

法

定

刑

の

改

正

一

傷

害

の

罪

（

刑

法

第

二

百

四

条

）

の

法

定

刑

を

十

五

年

以

下

の

懲

役

又

は

五

十

万

円

以

下

の

罰

金

と

す

る

こ

と

。

二

傷

害

致

死

の

罪

（

同

法

第

二

百

五

条

）

の

法

定

刑

を

三

年

以

上

の

有

期

懲

役

と

す

る

こ

と

。

三

危

険

運

転

致

傷

の

罪

（

同

法

第

二

百

八

条

の

二

）

の

法

定

刑

を

十

五

年

以

下

の

懲

役

と

す

る

こ

と

。

四

暴

力

行

為

等

処

罰

に

関

す

る

法

律

第

一

条

ノ

二

第

一

項

の

罪

及

び

同

法

第

一

条

ノ

三

の

罪

（

刑

法

第

二

百

四

条

の

罪

に

関

係

す

る

部

分

）

の

法

定

刑

を

一

年

以

上

十

五

年

以

下

の

懲

役

と

す

る

こ

と

。



第

五

公

訴

時

効

期

間

の

改

正

死

刑

又

は

無

期

若

し

く

は

長

期

十

五

年

以

上

の

懲

役

若

し

く

は

禁

錮

に

当

た

る

罪

に

つ

い

て

、

時

効

は

、

次

の

期

間

を

経

過

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

完

成

す

る

も

の

と

す

る

こ

と

。

１

死

刑

に

当

た

る

罪

に

つ

い

て

は

、

二

十

五

年

２

無

期

の

懲

役

又

は

禁

錮

に

当

た

る

罪

に

つ

い

て

は

、

十

五

年

３

長

期

十

五

年

以

上

の

懲

役

又

は

禁

錮

に

当

た

る

罪

に

つ

い

て

は

、

十

年


